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 土地改良法（昭和 24年法律第 195 号）第 18条第 18 項の規定により、佐賀土

地改良区から次のとおり役員が住所を変更した旨届出があった。 

  令和８年３月 24日 

               佐賀県知事  山  口  祥  義    

役職名 氏名 住所 住所変更年月日 

理事 古川 俊博 佐賀市与賀町１番21-1205号デ

ュオヒルズ城内 

令和７年７月15日 

 


